
事務事業名 事業概要
実施
年度

担当課

(ｱ) 地域生活支援事業

市町村が地域の特性に応じて独自に実施する事
業で、必須事業として、相談支援事業、意思疎
通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支
援事業などを行い、任意事業として、日中一時
支援事業、訪問入浴サービス事業、自動車運転
免許取得助成事業及び自動車改造助成事業など
を行う。

Ａ 福祉事務所

(ｲ)
ケアマネージメント体制の
充実

障がいのある人の地域生活を支援するために、
幅広い生活ニーズと様々な社会資源とを適切に
結びつける。その際、障がいのある人が自分自
身の力
で問題を解決できるよう、自己決定、自己選択
を尊重する。

Ａ 福祉事務所

(ｳ) 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度利用支援事業補助金交付を行う。 Ａ 福祉事務所

《課題目標を達成するため実施する事業》

課題分類
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６．障がいのある人

【施策の方向性】

課
 
題
 
目
 
標

　
　①　地域生活支援及びサービスの提供
 　（ア）地域生活支援及びサービスの充実
 　（イ）ケアマネジメント体制の充実
 　（ウ）権利擁護の推進
 　（エ）日常生活における支援
　②　生活環境の整備
 　（ア）道路等生活空間の整備
 　（イ）住宅環境の充実
　 （ウ）移動・交通手段の確保
　 （エ）公共建築物の整備
　 （オ）防犯・防災体制の充実
　③　保健・医療
 　（ア）総合的な健康づくりの推進
 　（イ）保健活動の推進
 　（ウ）医療・リハビリテーション体制の充実
　④　情報提供・相談支援体制
　 （ア）情報提供の充実
　 （イ）相談支援体制の充実
　⑤　教育・育成
　 （ア）教育環境の充実
　 （イ）関係機関との連携
　 （ウ）人権尊重の意識を高める教育の推進
　⑥　雇用・就業
 　（ア）雇用の促進
 　（イ）総合的な就労支援の推進
　 （ウ）事業所による社会的障壁の除去及び合理的な配慮の義務化
　⑦　障がいのある人に対する理解・啓発活動の推進
 　（ア）広報媒体を活用した理解・啓発の推進
 　（イ）障害者週間・人権週間における啓発・広報活動の実施
　⑧　学校や地域における福祉教育の充実
　 （ア）学校における福祉教育の充実
　 （イ）各種講座・学習会の開催
　 （ウ）体験学習の推進
　⑨　地域参画・生きがいづくり
　 （ア）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実
　 （イ）交流・ふれあいの場の充実
　 （ウ）外出・移動支援の充実
　 （エ）ボランティア活動の育成・支援

　すべての障がいのある人が地域社会の一員として自立し、安心して暮らせる社会づくりと平等の実現に向け､
ノーマライゼーション理念の一層の浸透を図り、福祉・保健・医療・教育・雇用・生活環境など幅広い諸施策
を総合的に進めます。
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事務事業名 事業概要
実施
年度

担当課課題分類

障がい者虐待防止対策事業
障がいのある人に対する虐待を防止するととも
に、養護者に対する適切な支援等を行う。

Ａ 福祉事務所

郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいのある人や介護保険法の要
介護５の人で、投票日に投票所に行けない人も
郵便等により投票を行うことができる。

Ａ 選挙管理委員会

点字広報の作成
各選挙執行時に選挙に関する内容を点字広報と
して作成し、対象者に配布する。

Ａ 選挙管理委員会

軽自動車税課税免除

障がいのある人本人もしくは同一世帯の方が、
障がいのある人の通院等のために運転する車両
及び障がいのある人の利用のために改造された
車両について、軽自動車税を免除する。

Ａ 税務課

公共駐車場等管理事業
駅や主要バス停に設置している駐車場や駐輪場
を適正に管理し、公共交通機関の利用を支援す
る。

Ａ 防災交通課

福祉のまちづくり事業 バリアフリー化された歩道の整備を進める。 Ａ 建設課

(ｲ)
固定資産税の減額制度【再
掲】

住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、居
住部分に対する固定資産税額の一部を減額する
制度がある。

Ａ 税務課

住宅改修補助事業
日常生活用具給付事業

バリアフリー化などの住宅改修の補助や日常生
活用具を給付することにより、住みやすい住環
境づくりを推進する。

Ａ 福祉事務所

コミュニティバス事業【再
掲】

高齢者や障がいのある人等の交通弱者の生活を
支援するため、公共交通の維持確保を図る。運
行車両については、基本的に福祉対応車両を用
いる。

Ａ 防災交通課

(ｴ) 市役所庁舎整備事業

市役所本庁舎の建設を予定している。
新庁舎については、福岡県福祉のまちづくり条
例に適合した庁舎とし、障がいのある人にも利
用しやすい建物にする。

Ａ
総務財政課
庁舎・十文字公園整備
室

災害時要支援者避難支援事業 災害時の要支援者の避難を支援する。 Ａ 防災交通課

防犯灯設置補助事業
防犯灯設置費用を補助することで防犯灯設置を
促進する。

Ａ 防災交通課

がん検診事業
住民健診を充実させ、疾病の予防、早期発見・
早期治療を推進する。

Ａ 健康課

健康相談事業
生活習慣病の予防、健康保持のための相談を実
施する。

Ａ 健康課

特定健康診査事業【再掲】
国保加入の４０歳から７５歳未満の方を対象に
特定健診を実施し、生活習慣病予防のための支
援を行う。

Ａ 健康課

特定保健指導事業
特定健診受診者のうち、保健指導が必要な方に
生活習慣病予防のための保健指導を行う。

Ａ 健康課
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担当課課題分類

③ (ｳ) 重度障害者医療費支給制度
重度の障がいのある人に対し、保険診療自己負
担相当額の一部を助成することにより、経済的
負担を低減する。

Ａ 保険年金課

障がい者向け
読書サービス事業

図書館内に、視覚障がい者へ朗読による読み聞
かせを行う場として、対面朗読室や拡大読書器
の設置を行う。また、点字本や朗読ＣＤ、大活
字本やわかりやすいように様々な工夫をしたデ
ジタル本などの貸出を行う。

Ａ 文化・生涯学習課

声の広報事業
目の不自由な方に、声の広報としてカセット
テープやＣＤに広報紙の内容を録音して配布す
る。

Ａ 人事秘書課

社会参加促進事業等

音声読み上げ版「声の広報」を視覚障がい者
（希望者）に配布し、情報の周知に努める。
また、広報「あさくら」紙面上に障がい福祉
サービス情報や障がいのある人への理解促進・
啓発記事等を年間計画により掲載し、障がいの
ある人やその家族等へ広く情報の周知に努め
る。

Ａ 福祉事務所

(ｲ) 相談支援事業
福祉事務所に相談員を配置し、相談支援体制の
充実強化に努める。

Ａ 福祉事務所

障がい者向け
読書サービス事業【再掲】

図書館内に、視覚障がい者へ朗読による読み聞
かせを行う場として、対面朗読室や拡大読書器
の設置を行う。また、点字本や朗読ＣＤ、大活
字本やわかりやすいように様々な工夫をしたデ
ジタル本などの貸出を行う。

Ａ 文化・生涯学習課

学校施設のバリアフリー化
障がい児・者に対応した施設のバリアフリー化
を進める。

Ａ 教育課

特別支援学級や通級指導教室
の設置及び特別支援教育支援
員の活用

教育上特別な支援を必要とする児童生徒に対
し、障がいによる学習上または生活上の困難の
改善・克服を目的とした特別支援学級及び通級
指導教室を設置する。また、特別支援教育支援
員を各学校に配置し、教育内容の充実や教育環
境の整備を図る。

Ａ 教育課

(ｳ) 人権セミナー
人権セミナーを開催し、障がいのある人に対す
る関心と理解を深めてもらう取り組みを実施す
る。

Ａ 人権・同和対策課

(ｱ) 職員任免事務
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく法
定雇用率の障がい者雇用の達成を図る。

Ａ
人事秘書課
教育課

雇用促進事業
ハローワーク、労働福祉支援事務所等との連携
を図り、求人情報・就労支援情報等の提供を行
う。

Ａ 商工観光課

障がい者就労施設等からの
物品及び役務の調達の推進

国等による障害者就労施設等からの物品等の調
達の推進に関する法律（障害者優先調達推進
法）に基づき、障がい者就労施設等から積極的
に物品や役務の調達を行う。

Ａ 福祉事務所
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事務事業名 事業概要
実施
年度

担当課課題分類

(ｱ)
障がいを理由とする差別の
解消の推進

平成28年4月に施行された障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消
法）の周知・啓発を行う。併せて朝倉市職員に
よる障がいのある人に対する差別の解消の取り
組みを実効性のあるものにするために策定した
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関す
る朝倉市職員対応要領」に基づき、合理的配慮
を的確に行うための啓発等に努める。

Ａ 福祉事務所

(ｲ) 障がい者週間

毎年、障がい者週間に開催される朝倉市身体障
がい者福祉協会主催の「ふれあい集会」に連携
協力し、障がいのある人に対する理解・啓発活
動の推進に努める。また、広報紙面上に理解促
進・啓発記事等を掲載する。

Ａ 福祉事務所

(ｱ) 福祉施設との交流
総合的な学習や特別活動の中で、福祉施設との
交流を図る活動を推進する。

Ａ 教育課

(ｲ) 福祉体験活動
朝倉市社会福祉協議会と連携して、相手の身に
なって考えることができるよう、中学生でブラ
インドウォークや車いす体験等を行う。

Ａ 教育課

(ｳ) 福祉施設への職場体験活動
中学校の職場体験の中で福祉施設への職場体験
活動を推進する。

Ａ 教育課

(ｱ) 社会参加促進事業等
パソコン教室等生活訓練の実施、各種障がい者
スポーツ大会等の支援を行う。

Ａ 福祉事務所

(ｲ) ふれあいのまちづくり事業
地域福祉活動推進事業、高齢者等地域見守り活
動事業に対して助成を行う。

Ａ 福祉事務所

(ｳ)
・移動支援事業
・移送サービス事業
・福祉タクシー助成事業

・外出が困難な重度の障がいのある人に対し、
社会生活用必要不可欠な外出及び余暇活動等の
社会参加のための外出の際の移動の支援を行
う。
・一般の交通手段を利用することが困難な重度
身体障がい者に対し、朝倉市社会福祉協議会に
委託し、移送サービス用自動車（リフトカ―）
を運行し移動支援及び社会参加の促進を図る。
・心身に重度の障がいのある人に対し、タク
シー料金の一部を助成することにより、社会参
加を促進する。

Ａ 福祉事務所

(ｴ) ふれあいのまちづくり事業
ボランティア育成事業、住民福祉ボランティア
のつどい事業の助成を行う。

Ａ 福祉事務所

⑨
地
域
参
画
・
生
き
が
い
づ
く
り

⑦
障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る

理
解
・
啓
発
活
動
の
推
進

⑧
学
校
や
地
域
に
お
け
る

福
祉
教
育
の
充
実

17 6．障がいのある人


